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Ⅶ 保険会社の運営

リスク管理の体制1

第三分野保険の保険事故発生率に関する長期的な不確実性に対して、責任準備金の積み立ての適切性を確認するため、当社では毎決算期
にストレステストを実施し、将来の保険事故発生率が通常想定される範囲を超えて悪化した場合であっても、予め設定された保険事故発生
率によってカバーされていることの検証を行っています。

ストレステストに使用する保険事故発生率等は、1998年大蔵省告示第231号及び社内規程に基づき合理的に設定し、その水準は当社の実
績からみて妥当なものとなっています。

ストレステストを実施した結果、商品ごとに予め設定した予定保険事故発生率は、将来の保険事故発生率に係る十分なリスクをカバーして
おり、第三分野保険に係る責任準備金が、健全な保険数理に基づいて積み立てられていることを確認致しました。また、2000年6月金融監
督庁・大蔵省告示第22号に定める負債十分性テストの対象となる保険契約の区分はありませんでした。

法令遵守等の体制2

保険業法第百二十一条第一項第一号の確認（第三分野保険に係るものに限る。）の 
合理性及び妥当性

3

32〜33ページをご覧ください。

34〜35ページをご覧ください。

指定生命保険業務紛争解決機関の商号又は名称4

アクサ生命は、苦情のお申出をされているお客さまに対し、誠心誠意解決に向け、努めてまいりますが、万一弊社がお客さまのご期待に添え
なかった場合には、お客さまのご判断にて、中立・公正な立場での第三者を交えた解決を図るべく、外部機関等にお申し出いただくこともで
きます。
当社の生命保険商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人	生命保険協会です。

生命保険のご相談、苦情に関する外部機関等へのお申出について

個人データ保護について5

反社会的勢力との関係遮断のための基本方針6

38〜39ページをご覧ください。

37ページをご覧ください。
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